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(57)【要約】
【課題】乗員の操作によって発電の実施及び停止を切替
可能な車両であっても、車両が走行不能となるまでバッ
テリの蓄電量が低下してしまうことを防止することがで
きる発電制御装置を提供すること。
【解決手段】走行用のモータジェネレータと、モータジ
ェネレータに電力を供給するバッテリと、バッテリに充
電する電気を発電する発電機と、発電機を駆動するエン
ジンと、乗員によって操作される発電スイッチと、乗員
の操作によって目的地を設定するナビゲーション装置を
備えた車両の発電制御装置は、発電スイッチがオンに操
作されるとエンジンを駆動して発電を開始する発電制御
部と、目的地までのルート上の充電設備を検出する充電
設備検出部と、充電設備が検出された場合に充電設備で
のバッテリの充電を乗員に促す充電喚起部と、現在地か
ら充電設備までの走行に要する電力に応じて発電機によ
る発電の必要の有無を報知する発電喚起部とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走行用のモータと、前記モータに電力を供給するバッテリと、前記バッテリに充電する
電気を発電する発電機と、前記発電機を駆動する内燃機関と、乗員によって操作される発
電スイッチと、乗員の操作によって目的地を設定する目的地設定部とを備えた電動車両の
発電制御装置であって、
　前記発電スイッチがオンに操作されると、前記内燃機関を駆動して発電を開始する発電
制御部と、
　前記目的地までの経路上に充電設備が存在する場合に当該充電設備を検出する充電設備
検出部と、
　前記充電設備検出部によって充電設備が検出された場合に、前記充電設備での前記バッ
テリの充電を乗員に促す充電喚起部と、
　前記電動車両の現在地から前記充電設備までの走行に要する電力に応じて前記発電機に
よる発電の必要の有無を報知する発電喚起部と、を備えることを特徴とする発電制御装置
。
【請求項２】
　前記乗員の操作によって前記発電機の発電量を調整可能な発電量調整部と、
　前記発電量の調整に関する報知を行う発電量調整喚起部と、を備え、
　前記充電設備検出部は、前記電動車両が前記充電設備を通過した場合、現在地から前記
目的地までの経路上に新たな充電設備が存在する場合に当該新たな充電設備を検出し、
　前記発電量調整喚起部は、現在地から前記新たな充電設備までの走行に要する電力に応
じた発電量を前記乗員に促すことを特徴とする請求項１に記載の発電制御装置。
【請求項３】
　前記発電スイッチがオンに操作された場合に、
　前記充電設備検出部によって充電設備が検出された場合には、前記発電量調整喚起部は
、前記充電設備までの走行に要する電力に応じた発電量を前記乗員に促し、
　前記充電設備検出部によって充電設備が検出されない場合には、前記発電量調整喚起部
は、前記目的地までの走行に要する電力に応じた発電量を前記乗員に促すことを特徴とす
る請求項２に記載の発電制御装置。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、エンジン駆動式の発電装置を備えた電気駆動式車両において、発電装
置に対して運転要求をするための操作手段として発電スイッチがインストルメントパネル
に設けられたものが開示されている。
【０００３】
　この特許文献１に記載の電気駆動式車両において、発電スイッチがＯＮである場合には
発電装置に対する運転要求が有りの状態となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１１／０８９７２６号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　しかしながら、特許文献１に記載の電気駆動式車両にあっては、乗員が発電スイッチを
ＯＮに操作しなければ発電装置による発電が行われず、その結果、バッテリの蓄電量が低
下してしまい、走行不能になるおそれがある。これにより、道路上で電気駆動式車両が停
止してしまい、周囲の車両の走行の妨げとなるおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、上述のような事情に鑑みてなされたもので、乗員の操作によって発電の実施
及び停止を切替可能な車両であっても、車両が走行不能となるまでバッテリの蓄電量が低
下してしまうことを防止することができる発電制御装置を提供することを目的とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、走行用のモータと、前記モータに電力を供給するバッテリと、前記バッテリ
に充電する電気を発電する発電機と、前記発電機を駆動する内燃機関と、乗員によって操
作される発電スイッチと、乗員の操作によって目的地を設定する目的地設定部とを備えた
電動車両の発電制御装置であって、前記発電スイッチがオンに操作されると、前記内燃機
関を駆動して発電を開始する発電制御部と、前記目的地までの経路上に充電設備が存在す
る場合に当該充電設備を検出する充電設備検出部と、前記充電設備検出部によって充電設
備が検出された場合に、前記充電設備での前記バッテリの充電を乗員に促す充電喚起部と
、前記電動車両の現在地から前記充電設備までの走行に要する電力に応じて前記発電機に
よる発電の必要の有無を報知する発電喚起部と、を備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、乗員の操作によって発電の実施及び停止を切替可能な車両であっても
、車両が走行不能となるまでバッテリの蓄電量が低下してしまうことを防止することがで
きる発電制御装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の一実施例に係る車両の構成図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例に係る車両のＥＣＵにおける処理の流れを示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の一実施の形態に係る発電制御装置は、走行用のモータと、モータに電力を供給
するバッテリと、バッテリに充電する電気を発電する発電機と、発電機を駆動する内燃機
関と、乗員によって操作される発電スイッチと、乗員の操作によって目的地を設定する目
的地設定部とを備えた電動車両の発電制御装置であって、発電スイッチがオンに操作され
ると、内燃機関を駆動して発電を開始する発電制御部と、目的地までの経路上に充電設備
が存在する場合に当該充電設備を検出する充電設備検出部と、充電設備検出部によって充
電設備が検出された場合に、充電設備でのバッテリの充電を乗員に促す充電喚起部と、電
動車両の現在地から充電設備までの走行に要する電力に応じて発電機による発電の必要の
有無を報知する発電喚起部と、を備えることを特徴とする。これにより、本発明の一実施
の形態に係る発電制御装置は、乗員の操作によって発電の実施及び停止を切替可能な車両
であっても、車両が走行不能となるまでバッテリの蓄電量が低下してしまうことを防止す
ることができる。
【実施例】
【００１１】
　以下、本発明の一実施例に係る発電制御装置について図面を用いて説明する。
【００１２】
　図１に示すように、車両１０は、内燃機関としてのエンジン２０と、発電機３０と、車
輪１２と、車両を走行させる走行用のモータジェネレータ（以下、「ＭＧ」という）４０
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と、走行用のバッテリ５０と、ＥＣＵ（Electronic Control Unit）１００と、エンジン
２０を始動する始動装置であるスタータ（図示せず）とを含んで構成される。車両１０は
、ＭＧ４０の動力により走行する電動車両である。
【００１３】
　エンジン２０には、複数の気筒が形成されている。本実施例において、エンジン２０は
、各気筒に対して、吸気行程、圧縮行程、膨張行程および排気行程からなる一連の４行程
を行うように構成されている。
【００１４】
　発電機３０は、エンジン２０のクランクシャフトとギヤ等の駆動部材を介して連結され
ており、エンジン２０の動力により発電する発電機の機能を有する。
【００１５】
　ＭＧ４０は、電動機および発電機の機能を有する回転電機であり、ドライブシャフト１
１を介して車輪１２に連結されている。
【００１６】
　バッテリ５０は、リチウムイオンバッテリ等の二次電池からなり、発電機３０、ＭＧ４
０および図示しない電装品等に電力を供給する。また、バッテリ５０は、発電機３０およ
びＭＧ４０が発電した電力を蓄電する。
【００１７】
　ＥＣＵ１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）と、ＲＡＭ（Random Access Mem
ory）と、ＲＯＭ（Read Only Memory）と、バックアップ用のデータなどを保存するフラ
ッシュメモリと、入力ポートと、出力ポートとを備えたコンピュータユニットによって構
成されている。
【００１８】
　このコンピュータユニットのＲＯＭには、各種定数や各種マップ等とともに、当該コン
ピュータユニットをＥＣＵ１００として機能させるためのプログラムが格納されている。
すなわち、ＣＰＵがＲＡＭを作業領域としてＲＯＭに格納されたプログラムを実行するこ
とにより、これらのコンピュータユニットは、本実施例におけるＥＣＵ１００として機能
する。
【００１９】
　ＥＣＵ１００には、エンジン２０、発電機３０、ＭＧ４０、バッテリセンサ５１、アク
セル開度センサ６０、発電スイッチ７０、カーナビゲーション装置８０、スタータが接続
されている。ＥＣＵ１００は、エンジン２０、発電機３０およびＭＧ４０を制御する。
【００２０】
　バッテリセンサ５１は、バッテリ５０の蓄電量、すなわち充電状態（ＳＯＣ）を検出す
る。アクセル開度センサ６０は、アクセルペダル６１の操作量を検出する。これら各セン
サは、検出結果を示す信号をＥＣＵ１００に出力する。
【００２１】
　発電スイッチ７０は、車両１０のインストルメントパネルに設置されており、乗員によ
って操作されるようになっている。発電スイッチ７０は、インストルメントパネルに限ら
ず、例えばカーナビゲーション装置８０の表示画面上にタッチアイコンとして設けられて
いてもよい。また、発電スイッチ７０は、車両１０を起動するリモコンキーに設けられて
いてもよいし、スマートフォン等の携帯端末に専用アプリとしてインストールされていて
もよい。
【００２２】
　発電スイッチ７０は、エンジン２０を駆動して発電機３０による発電を開始するために
乗員によって操作されるスイッチである。発電スイッチ７０がオンに操作されると、ＥＣ
Ｕ１００によってエンジン２０が駆動されて発電機３０による発電が開始される。これに
より、バッテリ５０が充電される。
【００２３】
　また、発電スイッチ７０は、ボタン式又はダイヤル式のスイッチで構成されており、発
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電量を調整可能に構成されている。具体的には、発電スイッチ７０には、乗員の操作によ
って発電量を調整できる発電量調整部７１が設けられている。
【００２４】
　発電スイッチ７０がボタン式の場合の発電量調整部７１としては、例えば発電量を増加
させる「＋」ボタン及び発電量を減少させる「－」ボタンによって構成することができる
。この場合、発電スイッチ７０のオンオフは、例えば「＋」ボタン及び「－」ボタンと別
途設けられたオンオフボタンによって切り替えられる。
【００２５】
　発電スイッチ７０がダイヤル式の場合の発電量調整部７１としては、例えば回転量によ
って発電量の増減を調整できるダイヤルによって構成することができる。この場合、発電
スイッチ７０は、例えば当該ダイヤルと別途設けられたオンオフボタンによってオン又は
オフを切り替える構成としてもよいし、当該ダイヤルを初期位置から回転させるとオンに
切り替わり、当該ダイヤルを初期位置に戻すとオフに切り替わる構成としてもよい。
【００２６】
　なお、上述した発電スイッチ７０及び発電量調整部７１の構成は一例であって、これに
限定されるものではなく、発電スイッチ７０のオンオフの切替と発電量の増減が調整でき
る構成であればよい。
【００２７】
　カーナビゲーション装置８０は、地図情報等を表示する表示部、乗員によって目的地等
を操作入力するタッチパネル式の入力部、車両１０の現在位置を検出する現在位置検出部
、車両１０の現在位置から目的地までの経路としてのルートを検索するルート検索部、車
両１０の現在位置から目的地までの距離を算出する距離算出部、地図情報等に基づき現在
地から目的地までのルート上に存在する充電設備を検索する充電設備検索部、履歴情報等
を記憶する記憶部などを備える。カーナビゲーション装置８０は、乗員によって入力部を
介して操作入力された目的地を車両１０の目的地として設定する。本実施例におけるカー
ナビゲーション装置８０は、目的地設定部を構成する。
【００２８】
　カーナビゲーション装置８０は、ＥＣＵ１００と双方向通信可能に接続されており、Ｅ
ＣＵ１００から車速等の各種情報を取得可能に構成され、ＥＣＵ１００に対しては例えば
距離算出部によって算出した現在位置から目的地までの距離や、目的地までのルート上に
存在する充電設備等の情報を送信可能に構成されている。
【００２９】
　ＥＣＵ１００は、発電スイッチ７０がオンに操作されたことを検出すると、エンジン２
０を駆動して発電機３０による発電を開始する発電制御部１０１としての機能を有する。
ＥＣＵ１００は、発電が開始された後、バッテリ５０のＳＯＣが所望のＳＯＣに達する等
、所定の条件が成立すると、エンジン２０の駆動を停止して発電機３０による発電を停止
する。ＥＣＵ１００は、発電が開始された後、発電スイッチ７０がオフに操作されたこと
を検出した場合にも発電を停止する。
【００３０】
　ＥＣＵ１００は、カーナビゲーション装置８０を介して目的地までのルート上に充電設
備が存在する場合に当該充電設備を検出する充電設備検出部１０２としての機能を有する
。具体的には、カーナビゲーション装置８０は、地図情報等に基づき現在地から目的地ま
でのルート上に存在する充電設備を検索し、検索の結果、同ルート上に充電設備が存在す
る場合には当該充電設備の情報をＥＣＵ１００に送信する。ＥＣＵ１００は、カーナビゲ
ーション装置８０から充電設備の情報を受信することで、目的地までのルート上に存在す
る充電設備を検出する。
【００３１】
　カーナビゲーション装置８０は、検索の結果、目的地までのルート上に充電設備が複数
存在する場合には、それら複数の充電設備の情報をＥＣＵ１００に送信するのが好ましい
。ＥＣＵ１００は、カーナビゲーション装置８０から複数の充電設備の情報を受信した場
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合には、それら複数の充電設備のうち、現在のバッテリ５０のＳＯＣで到達可能な充電設
備を選択するのが好ましい。到達可能な充電設備が複数ある場合には、それら到達可能な
複数の充電設備のうちで現在地から最も離れた位置にある充電設備が選択されるのが好ま
しい。これにより、効率的に充電設備においてバッテリ５０を充電することができる。
【００３２】
　ＥＣＵ１００は、目的地までのルート上に存在する充電設備が検出された場合に、当該
充電設備でのバッテリ５０の充電を乗員に促す充電喚起を行う充電喚起部１０３としての
機能を有する。
【００３３】
　ＥＣＵ１００は、バッテリ５０のＳＯＣ不足により現在地から目的地又は充電設備まで
車両１０が走行できない場合には、エンジン２０を駆動して発電機３０による発電を行う
よう乗員に促す発電喚起を行う発電喚起部１０４としての機能を有する。
【００３４】
　ＥＣＵ１００は、音声により、又はカーナビゲーション装置８０の表示部に表示を行う
ことにより充電設備でのバッテリ５０の充電や、エンジン２０の駆動による発電を促すこ
とができる。このような充電や発電を促す方法としては、前述した方法の他、例えばイン
ストルメントパネルに設けられた警告ランプ等の点灯又は点滅によって充電や発電を促す
方法でもよい。
【００３５】
　このように、本実施例では、目的地までのルート上に充電設備が存在する場合には、乗
員に対して充電設備でのバッテリ５０の充電が促される。これにより、エンジン２０を駆
動して発電を行うことを抑制して、不要な燃料浪費を抑制することができる。ただし、後
述するように、バッテリ５０のＳＯＣが低く、現在地から充電設備まで車両１０が走行で
きない場合にはエンジン２０の駆動による発電が促される。
【００３６】
　ＥＣＵ１００は、車両１０の現在地から充電設備までの走行に要する電力に応じてエン
ジン２０の駆動による発電の必要の有無を報知する。具体的には、ＥＣＵ１００は、現在
のバッテリ５０のＳＯＣが現在地から充電設備までの走行に要する電力を出力できるＳＯ
Ｃであるか否かを判定することで、エンジン２０の駆動による発電の必要の有無を判定す
る。
【００３７】
　例えば、ＥＣＵ１００は、現在のバッテリ５０のＳＯＣが現在地から充電設備までの走
行に要する電力を出力できるＳＯＣでない場合には、エンジン２０の駆動による発電の必
要があるとしてエンジン２０の駆動による発電を促す。
【００３８】
　ＥＣＵ１００は、現在のバッテリ５０のＳＯＣが現在地から充電設備までの走行に要す
る電力を出力できるＳＯＣである場合には、エンジン２０の駆動による発電の必要がない
として充電設備でのバッテリ５０の充電を促す。このとき、ＥＣＵ１００は、エンジン２
０の駆動による発電が行われている場合には、エンジン２０の駆動による発電を停止する
よう乗員に喚起する。
【００３９】
　ＥＣＵ１００は、車両１０の現在位置から目的地又は充電設備までの走行に要する電力
に応じて発電量を乗員に報知する発電量調整喚起を行う発電量調整喚起部１０５としての
機能を有する。
【００４０】
　具体的には、ＥＣＵ１００は、カーナビゲーション装置８０によって算出された目的地
又は充電設備までの距離を走行するのに必要なバッテリ５０のＳＯＣｄｓｔを算出する。
ＥＣＵ１００は、走行距離とバッテリ５０のＳＯＣｄｓｔとの関係を示すマップ等を参照
することにより、目的地又は充電設備までの距離を走行するのに必要なバッテリ５０のＳ
ＯＣｄｓｔを算出することができる。走行距離とバッテリ５０のＳＯＣｄｓｔとの関係を
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示すマップは、予め実験的に求めてＥＣＵ１００のＲＯＭに記憶されている。走行距離と
バッテリ５０のＳＯＣｄｓｔとの関係を示すマップとして、上述したバッテリ５０のＳＯ
Ｃと走行可能距離との関係を示すマップを用いてもよい。
【００４１】
　ＥＣＵ１００は、ＳＯＣｄｓｔからバッテリ５０の現在のＳＯＣを差し引き、その差分
である不足分のＳＯＣを算出する。ＥＣＵ１００は、不足分のＳＯＣに基づき必要な発電
量、すなわち現在のＳＯＣをＳＯＣｄｓｔまで回復させるのに必要な発電量を算出する。
【００４２】
　ＥＣＵ１００は、発電量調整部７１で適切な発電量が乗員によって設定されるよう上述
のように算出した「現在のＳＯＣをＳＯＣｄｓｔまで回復させるのに必要な発電量」を乗
員に報知する。これにより、エンジン２０での不要な燃料消費が抑制されたり、バッテリ
５０が電欠状態に陥ったりすることを防止できる。
【００４３】
　また、ＥＣＵ１００は、既に乗員により発電量調整部７１を介して発電量が調整されて
いる場合には、その調整済みの発電量が「現在のＳＯＣをＳＯＣｄｓｔまで回復させるの
に必要な発電量」として適切か否かを判定して、適切でない場合には発電量調整喚起とし
て乗員に適切な発電量を報知する。
【００４４】
　具体的には、ＥＣＵ１００は、発電量調整部７１を介して乗員によって調整された発電
量と、現在地から目的地又は充電設備に到達するまでにかかる時間とに基づき、目的地又
は充電設備に到達するまでに発電される発電量の総和を算出する。目的地又は充電設備に
到達するまでにかかる時間は、渋滞等を考慮して算出されるのが好ましい。
【００４５】
　ＥＣＵ１００は、上述のように算出した発電量の総和分の発電が行われるとした場合に
得られるバッテリ５０のＳＯＣｒｅｑが、上述のバッテリ５０のＳＯＣｄｓｔに対して過
大か、過少かを判定する。
【００４６】
　ＥＣＵ１００は、発電量の調整が必要である、すなわちＳＯＣｒｅｑがＳＯＣｄｓｔに
対して過大又は過少であると判定した場合には、適切な発電量を乗員に報知する。ＥＣＵ
１００は、発電量の調整が必要でない、すなわちＳＯＣｒｅｑがＳＯＣｄｓｔに対して過
大でも過少でもなく、例えばＳＯＣｒｅｑがＳＯＣｄｓｔを含む一定範囲のＳＯＣ領域に
含まれると判定した場合には発電量調整喚起を行わない。
【００４７】
　次に、図２を参照して、本実施例のＥＣＵ１００による処理の流れについて説明する。
【００４８】
　ＥＣＵ１００は、乗員の操作入力に基づきカーナビゲーション装置８０によって目的地
が設定されると（ステップＳ１）、目的地までのルート上に充電設備があるか否かを判定
する（ステップＳ２）。
【００４９】
　具体的には、ＥＣＵ１００は、カーナビゲーション装置８０から目的地までのルート上
に存在する充電設備の情報を受信したか否かにより、すなわち目的地までのルート上に存
在する充電設備を検出したか否かにより、目的地までのルート上に充電設備があるか否か
を判定する。なお、目的地までのルートは、カーナビゲーション装置８０によって複数検
索されてもよい。この場合、例えばＥＣＵ１００は、複数のルートのうち、充電設備の存
在するルートを優先的に選択することも可能である。
【００５０】
　ＥＣＵ１００は、目的地までのルート上に充電設備がないと判定した場合には、目的地
までの走行が可能か否かを判定する（ステップＳ９）。
【００５１】
　具体的には、ＥＣＵ１００は、現在のバッテリ５０のＳＯＣから求めた走行可能距離が
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、現在位置から目的地までの走行距離よりも長い場合には、現在位置から目的地までの走
行が可能と判定することができる。ＥＣＵ１００は、現在のバッテリ５０のＳＯＣから求
めた走行可能距離が、現在位置から目的地までの走行距離よりも短い場合には、現在位置
から目的地までの走行が可能でないと判定することができる。
【００５２】
　ＥＣＵ１００は、バッテリ５０のＳＯＣとの走行可能距離との関係を示すマップ等を参
照することにより、現在のバッテリ５０のＳＯＣに応じた走行可能距離を求めることがで
きる。バッテリ５０のＳＯＣとの走行可能距離との関係を示すマップは、予め実験的に求
めてＥＣＵ１００のＲＯＭに記憶されている。
【００５３】
　ＥＣＵ１００は、目的地までの走行が可能であると判定した場合には処理をステップＳ
１１に移す。ＥＣＵ１００は、目的地までの走行が可能でないと判定場合には、エンジン
２０の駆動による発電を促す発電喚起を行う（ステップＳ１０）。
【００５４】
　ステップＳ１０において、ＥＣＵ１００は、目的地までの走行に要する電力に応じ、適
切な発電量を乗員に報知する発電量調整喚起も行う。ステップＳ１０の処理後、ＥＣＵ１
００は、処理をステップＳ１１に移す。
【００５５】
　ステップＳ２において、ＥＣＵ１００は、目的地までのルート上に充電設備があると判
定した場合には、当該充電設備までの走行が可能か否かを判定する（ステップＳ３）。
【００５６】
　ＥＣＵ１００は、充電設備までの走行が可能であると判定した場合には、充電設備での
バッテリ５０の充電を乗員に促す充電喚起を行う（ステップＳ４）。このとき、エンジン
２０による発電が既に行われている場合には、ＥＣＵ１００は、ステップＳ４において当
該発電の停止を乗員に報知する発電停止喚起を行う。発電停止喚起の方法は、充電喚起及
び発電喚起の方法と同様である。ステップＳ４の処理後、ＥＣＵ１００は、処理をステッ
プＳ５に移す。
【００５７】
　ステップＳ３において、ＥＣＵ１００は、充電設備までの走行が可能でないと判定した
場合には、充電喚起及び発電喚起を行う（ステップＳ８）。ステップＳ８において、ＥＣ
Ｕ１００は、充電設備までの走行に要する電力に応じ、適切な発電量を乗員に報知する発
電量調整喚起も行う。ステップＳ８の処理後、ＥＣＵ１００は、処理をステップＳ５に移
す。
【００５８】
　ステップＳ５において、ＥＣＵ１００は、車両１０が充電設備を通過したか否かを判定
する。ここで言う「充電設備を通過」とは、充電設備に立ち寄って充電をすべきところを
車両１０が例えば誤って充電設部をそのまま通過してしまうことを意味する。
【００５９】
　例えば、カーナビゲーション装置８０は、車両１０が充電設備を通過したことを車両１
０の現在地と充電設備の位置から判定し、この情報をＥＣＵ１００に送信する。ＥＣＵ１
００は、カーナビゲーション装置８０から当該情報を受信したか否かに基づき、車両１０
が充電設備を通過した否かを判定することができる。
【００６０】
　ＥＣＵ１００は、車両１０が充電設備を通過したと判定した場合には、カーナビゲーシ
ョン装置８０を介して新たな充電設備の検索を行う（ステップＳ６）。具体的には、カー
ナビゲーション装置８０が再度、現在地から目的地までのルート上に存在する充電設備を
検索する。
【００６１】
　ＥＣＵ１００は、ステップＳ６の処理後、処理をステップＳ２に戻し、再度ステップＳ
２移行の処理を繰り返す。このとき、ステップＳ６でカーナビゲーション装置８０によっ
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て複数の充電設備が検索された場合には、ＥＣＵ１００は、ステップＳ２においてそれら
複数の充電設備のなかで現在地から最も近くの充電設備を選択するのが好ましい。
【００６２】
　ステップＳ５において、ＥＣＵ１００は、車両１０が充電設備を通過していないと判定
した場合には、当該充電設備での充電が済んでいるか否かを判定する（ステップＳ７）。
ＥＣＵ１００は、当該充電設備での充電が済んでいないと判定した場合には、車両１０が
当該充電設備にまだ到達していないと判断して、処理をステップＳ５に戻し、再度ステッ
プＳ５以降の処理を繰り返す。
【００６３】
　ステップＳ７において、ＥＣＵ１００は、当該充電設備での充電が済んでいると判定し
た場合には、エンジン２０による発電が実施されているか否かを判定する（ステップＳ１
１）。例えば、ＥＣＵ１００は、発電スイッチ７０がオンに操作されているか否かを判定
することで、エンジン２０による発電が実施されているか否かを判定することができる。
【００６４】
　ステップＳ１１において、ＥＣＵ１００は、エンジン２０による発電が実施されていな
いと判定した場合には、処理をステップＳ２に戻し、再度ステップＳ２以降の処理を繰り
返す。
【００６５】
　ステップＳ１１において、ＥＣＵ１００は、エンジン２０による発電が実施されている
と判定した場合には、車両１０の現在地から目的地までのルート上に充電設備があるか否
かを判定する（ステップＳ１２）。
【００６６】
　ステップＳ１２において、ＥＣＵ１００は、車両１０の現在地から目的地までのルート
上に充電設備があると判定した場合には、充電設備までの走行に要する電力に応じ、適切
な発電量を乗員に報知する発電量調整喚起を行って（ステップＳ１３）、図２に示す処理
を終了する。
【００６７】
　ステップＳ１２において、ＥＣＵ１００は、車両１０の現在地から目的地までのルート
上に充電設備がないと判定した場合には、目的地までの走行に要する電力に応じ、適切な
発電量を乗員に報知する発電量調整喚起を行って（ステップＳ１４）、図２に示す処理を
終了する。
【００６８】
　ここで、図２に示す処理において、ＥＣＵ１００は、現在位置から目的地又は充電設備
まで車両１０が走行可能か否かを、車両１０の走行開始後、例えば所定時間ごと又は所定
距離ごとに判定するのが好ましい。ＥＣＵ１００によって車両１０の走行開始時に発電を
行わなくとも目的地又は充電設備まで車両１０が走行可能であると判定された場合であっ
ても、その後の走行条件や目的地又は充電設備までのルートが当初設定したルートと異な
るルートに変更された場合などは目的地又は充電設備まで車両１０が走行不能となる場合
もある。このような場合に、上述したように現在位置から目的地又は充電設備まで車両１
０が走行可能か否かを定期的に判定することで、目的地又は充電設備まで車両１０が走行
不能と判定した時点で乗員に対してバッテリ５０の充電を促すことができる。このため、
ＥＣＵ１００は、早期にバッテリ５０の充電を促すことができる。
【００６９】
　以上のように、本実施例に係る発電制御装置は、車両１０の現在位置から目的地までの
ルート上に充電設備が存在する場合には、当該充電設備での充電を乗員に促すので、充電
設備での充電が可能であるにも関わらず乗員が不必要にエンジン２０を駆動して発電を行
うことを防止することができる。このため、本実施例に係る発電制御装置は、エンジン２
０の燃料消費を抑制することができる。
【００７０】
　また、本実施例に係る発電制御装置は、車両１０の現在位置から充電設備までの走行に



(10) JP 2020-6816 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

要する電力に応じてエンジン２０の駆動による発電の必要の有無を報知する。例えば、バ
ッテリ５０のＳＯＣ不足により現在地から充電設備まで車両１０が走行できない場合には
、エンジン２０を駆動して発電機３０による発電を行うよう乗員に促す発電喚起が行われ
る。このため、本実施例に係る発電制御装置は、車両１０が走行不能となるまでバッテリ
５０のＳＯＣが低下してしまうことを防止することができる。したがって、走行用のバッ
テリ５０のＳＯＣが不足することにより車両１０が道路上に停止してしまうことが防止さ
れる。
【００７１】
　また、本実施例に係る発電制御装置は、車両１０が例えば誤って充電設備を通過した場
合、カーナビゲーション装置８０を介して新たな充電設備の検索が行われ、現在地から当
該新たな充電設備までの走行に要する電力に応じた発電量を乗員に促すように構成されて
いる。このため、本実施例に係る発電制御装置は、新たな充電設備までの走行に要する電
力に応じた発電量を再度算出して乗員に提示することができる。これにより、本実施例に
係る発電制御装置は、車両１０が充電設備に立ち寄らずにそのまま充電設備を通過した場
合であっても、最適な発電量を乗員に知らせることができる。したがって、本実施例に係
る発電制御装置は、エンジン２０の燃料消費を抑制したり、バッテリ５０が電欠状態に陥
ったりすることを防止できる。
【００７２】
　また、本実施例に係る発電制御装置は、エンジン２０の駆動による発電が行われている
場合に、車両１０の現在位置から目的地までのルート上に充電設備が存在するか否かに応
じて、それぞれの場合に応じた適切な発電量を乗員に促すように構成されている。これに
より、本実施例に係る発電制御装置は、目的地までのルート上に充電設備が存在する場合
、存在しない場合のいずれの場合であっても、エンジン２０の燃料消費を抑制したり、バ
ッテリ５０が電欠状態に陥ったりすることを防止できる。
【００７３】
　本発明の実施例を開示したが、当業者によっては本発明の範囲を逸脱することなく変更
が加えられうることは明白である。例えば、発電機３０とエンジンの始動装置であるスタ
ータとを別個に設けることとしたが、発電機３０を、発電機とスタータとの機能を共に有
するスタータジェネレータとしてもよい。すべてのこのような修正および等価物が次の請
求項に含まれることが意図されている。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　車両（電動車両）
　２０　エンジン（内燃機関）
　３０　発電機
　４０　モータジェネレータ（モータ）
　５０　バッテリ
　５１　バッテリセンサ（蓄電量検出部）
　６０　アクセル開度センサ
　６１　アクセルペダル
　７０　発電スイッチ
　７１　発電量調整部
　８０　カーナビゲーション装置（目的地設定部）
　１００　ＥＣＵ（制御部）
　１０１　発電制御部
　１０２　充電設備検出部
　１０３　充電喚起部
　１０４　発電喚起部
　１０５　発電量調整喚起部



(11) JP 2020-6816 A 2020.1.16

 

【図１】 【図２】



(12) JP 2020-6816 A 2020.1.16

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｂ６０Ｗ  20/13     (2016.01)           Ｂ６０Ｗ   20/13     　　　　        　　　　　
   Ｂ６０Ｌ   3/00     (2019.01)           Ｂ６０Ｌ    3/00     　　　Ｓ        　　　　　
   Ｂ６０Ｌ  50/15     (2019.01)           Ｂ６０Ｌ   11/12     　　　　        　　　　　
   Ｆ０２Ｄ  29/06     (2006.01)           Ｆ０２Ｄ   29/06     　　　Ｄ        　　　　　
   Ｆ０２Ｄ  29/02     (2006.01)           Ｆ０２Ｄ   29/02     　　　Ｌ        　　　　　

Ｆターム(参考) 5H125 AA01  AB01  AC08  AC12  BC12  BD17  CA18  CD02  EE41 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

